
仕  様  書（案） 

 

１ 委託業務名 

留萌市地域公共交通計画策定支援業務 

 

２ 委託業務の目的 

  現在、留萌市内を運行する公共交通は、市内バス路線３路線（Ａ・Ｂコース、日東団

地線）、地域間幹線系統３路線（幌延留萌線、羽幌留萌線、留萌別刈線）、都市間を結

ぶ広域交通３路線（留萌旭川線、高速るもい号、高速はぼろ号）となっている。 

  市内バス路線については、平成30年４月に事業者の運転手不足などの影響から、７路

線あった系統を２路線に統合した結果、起点から終点までの所要時間が５０分～１時間

の長大路線となっており、市民の利用も低迷している。また、令和６年度に予定されて

いる都市計画道路の開通、ＪＲ留萌本線の存廃問題、新たな公共施設の整備検討、公共

交通空白地域の存在など、刻々と変化する都市構造に適した公共交通網の構築が喫緊の

課題である。 

  このような状況から、都市構造の変化やまちづくりの視点を持った公共交通網の構築

や市内交通と広域交通の接続性の確保、公共交通空白地域の解消、市内公共交通の持続

的な運行に向けた利用促進策の展開などを図り、更には観光面での利便性の高い交通網

形成の検討などを行いながら、留萌市地域公共交通計画を策定するものである。 

    

３ 委託業務の内容 

(1) 現況交通実態調査 

   上位・関連計画と地域公共交通計画との整合性を整理するとともに、当市の人口動

態及び都市機能の立地状況等の概況、交通事業者へのヒアリング、市・交通事業者の

移動資源調査等により現況整理を行い、市の地域及び公共交通の概況について整理す

る。 

(2) 市民ニーズの把握調査 

  市民を対象としたアンケート調査（市民１，６５０世帯を対象）により市民の生

活行動の実態や公共交通に対するニーズを把握する。 

(3) バス利用実態調査 

  当市内を運行する全バス路線の利用実態調査を実施し、これら公共交通を活用し

た移動状況や利用目的等の利用実態を把握する。 

(4) 市民意見交換会 

  当市における公共交通網の構築にあたっては、詳細な市民ニーズを的確に反映さ

せる必要があるため、市内５か所（小学校区を想定）にて市民を対象とした意見交換

会を実施し、詳細な市民ニーズを把握する。 

(5) 地域公共交通計画素案の作成 
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各調査において把握した地域概況や市民の公共交通へのニーズ等を踏まえ、持続

可能な公共交通網の形成にあたっての問題点や課題を整理し、上位計画や関連計画

との整合性を図りつつ、地域にとって望ましい公共交通網のあり方についての基本

方針・方向性をまとめ、具体的な施策及び事業までを記載した地域公共交通計画

（素案）として整理する。 

なお、施策及び事業の目標値の設定、推進・評価スケジュールについては、令和

４年度において検討する予定である。 

(6) 地域公共交通活性化協議会の運営支援 

  計画の策定に向けた調査内容や、調査結果を踏まえた今後の交通体系のあり方を

協議する協議会を開催する。 

   ※３回程度の開催を予定。 

 

４ 策定スケジュール（予定） 

項 目 日 程 

(1)現況実態調査 契約締結日から令和３年８月 

(2)市民ニーズ調査 契約締結日から令和３年９月 

(3)ＪＲ・バス利用実態調査 契約締結日から令和３年９月 

(4)市民意見交換会 契約締結日から令和３年12月 

(5)地域公共交通計画（素案）の作成 令和３年11月から令和４年２月 

(6)地域公共交通活性化協議会の開催 

第１回：令和３年６月 

第２回：令和３年12月 

第３回：令和４年２月 

 

５ 提出成果品及び期限 

(1) 提出成果品 

①電子データＣＤ-Ｒ 一式 

  ※ 素案及び素案（概要版）のＰＤＦデータ、加工可能なデータ形式（ワード、エ

クセル等）でそれぞれ作成する。 

②本業務において収集・作成した資料及び電子データ（ＣＤ-Ｒ等）一式 

(2) 提出期限 令和４年３月末 

 

６ 予定価格 

  ７，１３４，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

７ 支払方法 

  原則として事業完了後に支出する。 

 



８ 留意事項 

(1) 法令等の遵守 

 受託者は、本業務の実施にあたり、本仕様書の定めるもののほか、関連する法令等を

遵守しなければならない。 

(2) 受託者の責務 

 受託者は、業務の遂行にあたり技術を最大限発揮するよう努めるとともに、必要と考

えられる場合においては、本仕様書に定められない内容であっても積極的に提案を行う

こと。 

(3) 業務遂行上の費用 

 本業務の遂行等において、本仕様書に明記のないものであっても、必要と認められる

事項については、発注者と協議の上、原則として受託者負担により実施するものとす

る。 

(4) 資料の貸与 

 発注者が保有する本業務に必要な資料は、受注者に貸与するものとする。貸与資料に

ついては厳重に管理するものとし、外部に漏洩してはならない。 

 また、業務完了後速やかに返却するものとする。 

(5) 守秘義務 

 業務で知り得た個人情報やその他の秘密を他人に漏らしてはならない。 

(6) 再委託の禁止 

 受託者が業務内容のすべてを一括して第三者に委託することを認めない。ただし、業

務の一部を再委託したい場合は、あらかじめ事務局の承認を得ることとする。 

(7) 成果品の帰属 

 本業務で得られた成果品の著作権は、ホームページ等への掲載を含めすべて発注者に

帰属するものとし、受託者は発注者の承認を得ずに複製、使用、流用または他への公表

をしてはならない。 

(8) その他 

 業務の遂行で疑義が生じた場合は、事務局と協議の上別途定めるものとする。 

 また、納品後、成果品に瑕疵があることが判明した場合は、受託者が責任をもって是

正すること。 

 

９ 担当部局（問い合わせ・書類提出先） 

 留萌市地域公共交通活性化協議会事務局 担当：大川、加藤 

 （留萌市地域振興部政策調整課内） 
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